
令和８年度長崎県ＦＩＴ誘客インバウンド推進業務委託

公募型プロポーザル実施要領

この要領は、標記業務のプロポーザルに参加しようとする者（以下「提案者」という）が留意すべ

き事項について定めたものであり、提案者は以下の事項を了知し、企画提案書を提出するものとす

る。

１ 業務の目的

現在、訪日外国人旅行者については、旅行の主目的の第１位が日本食となっているほか、旅行ニー

ズが多様化するとともに、その８割以上が個人手配で訪日しており、また、訪日外国人旅行者の旅

行手配方法の８割以上がウェブサイト経由となっている。

一方、長崎県においては、他の人気観光地である他都府県と比較し、訪日外国人旅行者の個人手配

比率が低く、ＦＩＴの取り込みが遅れているものと考えられるため、県内の宿泊施設、飲食店及び

体験メニュー等について、海外ＯＴＡ等への登録を推進し、海外ＯＴＡ・ＳＮＳ等を活用して本県

の観光施設や食、体験等の様々な観光コンテンツの情報発信を行うことで、本県の観光地としての

認知度を高めるとともに、インバウンド誘客の増大を図ることを目的とする。

２ 業務の概要

（１）業務内容

  別添「令和８年度長崎県ＦＩＴ誘客インバウンド推進業務委託仕様書」のとおり

（２）委託期間

  契約締結日から令和９年３月２０日（金）まで

（３）予算額

  ５６，７９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

３ 参加資格

（１）本業務に関するプロポーザルに参加できるのは、以下の①～⑦の全ての要件をみたしている

者とする。

①本事業の趣旨に沿った事業内容を企画し、運営する能力を有する法人であること。

②地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。

③長崎県から指名停止又は指名除外措置を受けていない者であること。

④取引銀行において不渡り手形及び不渡り小切手を出していない者であること。

⑤会社法に基づく清算の開始、破産法に基づく破産申し立て、会社更生法に基づく更生手続開始

申し立て、民事再生法に基づく再生手続き申し立てがなされていない者であること。

⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく暴力団及びその利益となる活動を行

う者でないこと。

⑦国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと。

（２）上記（１）を満たす１事業者を代表とする複数事業者による共同提案による参加も可能とす

るが、その場合は代表事業者が上記（１）の全てを満たし、且つ、構成事業者が上記（１）の

②～⑦を満たさなければならない。



４ プロポーザル実施の手続き

（１）スケジュール

項目 期日

① 公募開始 令和８年５月１日（金）ながさき旅ネット（ＷＥＢ）に公開

② 質問書の提出期限 令和８年５月１１日（月）１２時必着

③ 質問に対する回答 令和８年５月１２日（火）ながさき旅ネット（ＷＥＢ）に公開

④ 参加表明書の提出期限 令和８年５月１５日（金）１２時必着

⑤ 企画提案書の提出期限 令和８年５月２０日（水）１７時必着

⑥ プレゼンテーション 令和８年５月２５日（月）於 長崎県庁

⑦ 結果通知 令和８年５月２６日（火）

（２）企画提案書作成等に関する質問の受付

①提出方法：

・ プロポーザルに参加するにあたり、質問事項がある場合は、質問書（別紙様式１）を

電子メールにより提出すること。

・ 提出先は下記（７）のとおり。

・ 送信後、提出先へ電話により受信の確認をすること。

②質問に対する回答：

質問及び回答事項を取りまとめの上、一括して観光ポータルサイト「ながさき旅ネット」法人

サイトに掲載 https://www.nagasaki-tabinet.com/houjin

③その他：

提出期限後の質問については、いかなる理由があっても回答しない。

（３）参加表明書の受付

プロポーザルへの参加を希望する者は、次に掲げる書類を期限までに提出すること。なお、

参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、令和８年５月２０日（水）１７時までに辞退届

（様式任意）を提出すること。

① 提出書類：

・プロポーザル参加表明書（別紙様式２）

・宣誓書（別添様式３）

② 提出方法及び提出先：

・下記（７）の担当窓口あてに電子メールにより提出すること。

・送信後、提出先へ電話により受信の確認をすること。

（４）企画提案書及び見積書等の作成

企画提案書及び見積書は、次のとおり作成すること。

① ＪＩＳ規格に定めるＡ４横とし、フォームは任意とする。

② 提案書の表紙には、宛名「（一社）長崎県観光連盟会長」、タイトル＜令和８年度長崎県

ＦＩＴ誘客インバウンド推進業務 提案書＞、提出年月日、会社名を記載すること。

③ 企画提案書は１者１提案のみとし、表紙を含め５０ページ以内とする。

④ 見積書（様式任意）

ア．積算根拠が明確になるよう具体的に記載すること。求める情報について定量的記載が

必要な項目については定量的に示すこと。

イ．当業務にかかる取材費、交通費、食費、通信運搬費、事務経費その他必要と見込まれる



経費は全て計上すること。

ウ．宛名は「一般社団法人長崎県観光連盟 会長 嶋崎 真英」とすること。

（５）企画提案書の提出

① 提出期限：令和８年５月２０日（水）１７時必着

② 提出方法：持参または郵送とする。なお、郵送の場合は、提出期限内に必着とし、発送

後であっても未着の場合は、期限内の提出がなかったものとみなす。

③ 提 出 先：下に記載の（７）の担当窓口

④ 提 出 物：○企画提案書 ８部

        ○見積書   １部（正本）

（６）企画提案の無効

次のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とする。

① 企画提案書類に虚偽の記載をした場合。

② 実施要領に反すると認められる場合。

③ その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行った場合。

（７）問い合わせ先

担当窓口：一般社団法人長崎県観光連盟 海外誘致部 亀井（かめい）

住   所：〒850-8570 長崎県長崎市尾上町３番１号 長崎県庁５階

電   話：095-895-2641

電子メール：（亀井）kamei-shingo@pref.nagasaki.lg.jp

５ 受託候補者の選定について

（１） 審査方法
① 企画提案書は、一般社団法人長崎県観光連盟（以下、県観連）が設置する審査委員会にお

いて、定められた基準により評価して順位付けを行い、１位となった参加者を受託候補者

に選定する。

② 審査は、提出された企画提案書を対象としたプレゼンテーション審査により行う。プロポ

ーザルへの参加者が５社以上であった場合は、書類審査で一定数の者を選定し、その中か

らプレゼンテーション審査を行う場合がある。

（２） プレゼンテーション審査

① 日 時：令和８年５月２５日（月）
② 場 所：長崎県庁 行政棟７階 ７０１会議室（長崎県長崎市尾上町３番１号）

③ その他：詳細についてはプロポーザル参加者に別途通知する。

・スクリーン及びプロジェクターは県観連で準備する。

・プレゼンテーションでの説明時間は１社あたり２０分以内とする。

・プレゼンテーション後、１０分程度の質疑応答を行う。

・プレゼンテーションへの参加者は１社あたり３名までとする。

・プレゼンテーション当日の追加資料の配布は認めない。

・プレゼンテーションへの参加、企画提案に要する費用は参加者負担とする。

・見積金額が予算額を超えている場合は、審査の対象外とする。

（３）審査基準

審査は、下表に示す評価項目により採点し、合計点数が最も高い提案者を受託候補者とする。

合計点数が同点となった場合は、審査委員会の協議により選定する。

また、満点（１００点）の６割を最低基準点とし、合計点数がこれに満たない場合は、選定し

ない。

なお、提案者が１事業者の場合、合計点数が最低基準点を超えたときは受託候補者として選定

する。



評価項目 観   点 配点

１

企画概要

・事業の目的、趣旨を十分に踏まえた具体的で独創性があり、実効

性の高い企画提案になっているか。

・成果指標は実現可能な範囲で高く設定されているか。

・その他、上記のほか仕様書に定めている必須項目も含め、全般的

に以外の提案力や企画力あるか。

10

２

ＯＴＡ等
登録推進
及  び
セミナー
開  催

・登録を推進する宿泊型ＯＴＡ、体験型ＯＴＡ、グルメサイト等は
誘客により効果的である登録先が提案されているか。

・セミナーの内容は、本県インバウンドの状況や開催趣旨、インバ
ウンド受入れやＯＴＡ等への登録の重要性、登録を活用したプロ
モーション等の概論を説明するものとなっているか。

・セミナーの内容は、登録推進及び施設等の予約率向上に寄与すも
のとなっているか。

・参加者を対象とするアンケート調査は、本事業で活用可能な内容
となっているか。

・『長崎県食材取扱等店舗』等を積極的に取り扱う内容となってい
るか。

15

３

長崎県の
オンライン
特集記事
の制作・更
新

・仕様書に定める必須内容を踏まえた提案となっているか。

・ＯＴＡ等での特集記事の掲載先は明確となっているか。

・記事の内容が、長崎県の観光地としての認知度向上と本県へのさ

らなるＦＩＴ誘客につながる提案となっているか。 15

４

ＯＴＡ等・
ＳＮＳなど
を活用した
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

・オンライン特集記事との連動もしくは同特集記事を活用したプロ

モーションとなっているか。

・ＯＴＡ内での広告掲示先やＳＮＳ、ＫＯＬの活用、キャンペーン

サイトの新設・運用等については、対象市場におけるターゲット

層へ訴求させるうえで効果的・効率的なものとなっているか。

・掲載によるプロモーション効果が明確となっているか。

・プロモーションの実施期間及び広告タイミングは戦略的な内容が

見込まれるものとなっているか。

・プロモーションを実施するＯＴＡ等のウェブサイト及びＳＮＳ

は、本県への誘客増及びＯＴＡへの誘導につながる掲載先となっ

ているか。

・プロモーションの内容が、長崎県の観光地としての認知度向上と

本県へのさらなるＦＩＴ誘客につながる提案となっているか。

25

５

多言語デジ
タルパンフ
レットの更
新

・多言語デジタルパンフレットの更新内容は、単なる時点更新にと

どまらず、対象市場により訴求力の高い内容の提案となっている

か。

・多言語デジタルパンフレットの更新内容は、長崎県の認知度向上

と本県への更なるＦＩＴ誘客につながる提案となっているか。

5

６

データ分析
及 び
検 証

・本業務にてプロモーションを展開するウェブサイトや各種コンテ

ンツから、より多くのデータ項目を取得し、本業務の効果を測定

可能な提案となっているか。

・提供されるデータ項目は十分か。

・レポート内での報告内容及び分析力が優れているか。

・データ分析及び検証内容が、本県の本業務をはじめとするインバ

10



評価項目 観   点 配点

ウンド施策に活用できる内容となっているか。

・事業効果検証ダッシュボードの設計は妥当か。

７

実施体制
及  び
業務遂行
能  力

・全体業務統括責任者及び各部門責任者は適切に配置され、実施体

制や役割分担、各担当者の業務内容が具体的に明示されている

か。

・従事予定者について、参考となる経歴、資格等がある場合はその

旨の記載があるか。

5

８

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
管 理

・契約期間内で成果を最大化できる適切なスケジュールが立てられ

ているか。

・全体スケジュール及び進行管理について記載されているか。
5

９

事業実績

・本事業を効果的に推進するだけの十分な事業実績があるか。

〔過去に国又は地方公共団体、観光団体から受注した同様又は類

似の事業実績がある場合は、その内容について記載すること。

（国内外問わず）〕

5

１０

価格の合理
性

・経費が合理的に積算され、かつ適切な内容であるか。

5

合 計 100

６ その他

① 企画提案書作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び

計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。

② 提出期限後において、提出書類は理由の如何を問わず返却しない。

③ 企画提案書は、提出後の変更、差し替え及び再提出は原則として認めない。

④ 本提案に要する一切の費用は、提案者の負担とする。

⑤ 企画提案書の提出をもって、参加者が実施要領の記載内容に同意したものとみなす。

⑥ プロポーザル参加により、県観連から知り得た情報は、他者に漏らしてはならない。

⑦ 提案内容に含まれている特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象

となっているものを使用した結果として生じた責任は、プロポーザル参加者が負うものとす

る。

⑧ 委託契約期間はもとより委託契約期間終了後も、当業務で知り得た機密、個人情報等

の取扱について厳守すること。

７ 著作権

① 参加者の企画提案書の著作権は、参加者に帰属し、受託候補者の企画提案書の著作権は、委

託契約締結時点で県観連に帰属するものとする。（その他仕様書に記載のとおり）

② 委託業務における著作権は、県観連に帰属するものとする。委託契約期間終了後、県観連が

製作物を使用するに当たり制限がある場合には、企画提案書にその旨明記すること。

８ 契約について

（１）上記５（１）の審査委員会において選定された受託候補者と契約締結の協議を行う。



（２）契約締結の協議においては、企画提案内容をそのまま実施することを約束するものではな

く、県観連と受託候補者が協議のうえ決定する。また、具体的な業務内容や進め方について

は、逐次、県観連と協議して決定するものとする。


